
人 ％

人

職員数

千円

給                             与                             費

 給与費  B／A　　

（注）   1　職員手当には退職手当を含んでいません。

          2　職員数は、平成31年4月1日現在の人数です。

　 　 2　()書きの数値は地域手当補正後ラスパイレス指数で、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の

 一 人 当 た り

6,000540

    一人当たり給与額

3,199,045

千円

期末・勤勉手当

806,787

　

千円

5,924

（注）1  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構

       給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したものです。（補正前のラスパイレス指数×（1＋本市

※　令和2年4月1日のラスパイレス指数が、①3年前に比べ1ポイント以上上昇している場合、②3年連続で上昇している場

 区   分
給　     料

千円

（3）ラスパイレス指数の状況

　合、③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

       の地域手当支給率）／（1＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

　　　　　　Ａ

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

21.4

　　　　　Ｂ／Ａ　　　
 区　分

  実  質  収  支 （参考）

千円 千円 千円

423,715

人   件   費

30年度の人件費率

19.9

％

　　　　　　Ｂ

5,109,86225,621,750

千円

  　計　  Ｂ

（参考）類似団体平均

　 　 3　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

70,969

令　和
元年度

　　　Ａ

1,853,426

 

住民基本台帳人口

（令和2年1月1日現在）

1　総括

人  件  費  率

千円

職員手当

八幡市の給与・定員管理等について

歳    出    額

令　和
元年度

（1）人件費の状況（普通会計決算）

　　　 成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として

　　　 計算した指数です。

538,832

99.7

(99.7) 98.0 99.1
98.9

(98.9) 98.0 99.1

98.8

(98.8) 97.9 98.9
100.0

(100.0) 98.0 98.9

90

95

100

105

110

115

八幡市 類似団体平均 全国市平均

H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1
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歳 円 円

歳 円 円

歳 円

歳 円 円

 

 

　　　　2技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

平成28年度
の支給割合

6%

6%

（内容）国家公務員の給与の改定等に準じて、給料表の水準を平均で2％引下げ。給料表の改定に伴い、改正後に

（支給割合）国基準6％に対し、本市においても6％を支給します。
平成27年4月1日（実施時期）平成27年4月1日より実施しています。段階的に支給割合を引き上げることとしており、平成27年4月

　　1日時点は4％、給与改定後は平成27年4月に遡及し5％、平成28年4月1日からは6％を支給しています。

4月1日時点

4%

4%

平成27年度の支給割合

遡及改定後

5%

5%

国基準によ
る支給割合

八幡市の
支給割合

平成26年度
の支給割合

3%

3%

  

区        分

（1）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和2年4月1日現在）

受ける給料月額が改正前に受けていた給料月額に達しない職員に対しては、平成27年4月1日から平成30年3月

（4）給与制度の総合的見直しの実施状況について

八  幡  市

区     分

廃棄物処理業
従    業    員

  用   務   員

平均給料月額
平均給与月額

312,578

296,200

(国比較ベース)

-

49.7 331,800

-

京  都  府

52

（A)

国 50.9

うち用務員

うち清掃職員

2,319 287,283

357,494154

328,862

290,342

- 

364,867 362,867

　 ②技能労務職

　 ①一般行政職

類似団体

378,358

317,327

31日までの3年間に限り、経過措置として給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給していま

－

うち学校給食員

2　職員の平均給与月額、初任給等の状況

京都府

316,603

43.2 327,564

円

円

平均年齢

406,797

3

平  均  年  齢

37.9

42.6

42.3

国

-

（給料表の改定実施時期）平成27年4月1日

288,700

平 均 給 料 月 額

 

円

（B)

  調   理   師12

30

247,900

349,610285,300

330,113

-

280,167

377,272

平 均 給 与 月 額

（参考）

408,868

  平 均 給 与 月 額

職員数

376,910

56.3

43.9

平均給与月額

41.8

44.1

51.9 339,824 328,606

平均年齢

類似団体 22

-

46.2 300,100

43.7 253,400

-

-

-

-

-

207,90055.9

-

 -

346,633

318,804

 

388,766

平均給与月額対応する民間

403,831

公          務          員 民                    間

の類似職種

（ 国比較ベース ）

330,735八幡市

368,511

円

③その他の見直し内容

平成29年度
の支給割合

6%

6%

す。平成28年度の給与改定後は平成28年４月に遡及し、給料表の水準を平均で0.2％引き上げています。

6%

6%

令和元年度
の支給割合

令和２年度
の支給割合

6%

6%

6%

6%

平成30年度
の支給割合

①給料表の見直し

②地域手当の見直し

2



円

円

円

　　　　3教育職

歳 円

歳 円

歳 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円279,000

295,800

円

中　学　卒

円

円 4,166,100

156,700

（注）　　該当者がいない階層については、モデルによる給料額を記載しています。

 -

円

39.5

円

 一 般 行 政 職

　　　2  　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての 諸手当

円

円

335,500

八 幡 市

大　学　卒

　　　　の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。　また、「平均給与月額（国比較ベ

高　校　卒

円

321,600

（注）   平成24年度に国の行政職俸給表（二）に準じた新しい給料表を新設し、平成25年4月1日から技能労務職に適用しています。

 -

区　　　         分

221,100

       経 験 年 数 2 0 年　　　

区　　      　分

類似団体

八    幡    市

40.4

40.7

328,043

397,327

円

（注）1　  「平均給料月額」とは、令和2年年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均額です。

京 都 府

2,862,400

円

　 ③教育職 （幼稚園）

区    分

うち用務員

304,700

348,649

6,044,304

　 期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

平 均 給 与 月 額

A / B

1.76

5,993,820

1.15

 民    間

年収ベース（試算値）の比較

3,410,300

（C）

円

--

（D)

平 均 給 料 月 額

円

182,200

高　校　卒

145,500

292,900高　校　卒

高　校　卒

大　学　卒

大　学　卒

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和2年4月1日現在）

高　校　卒

経 験 年 数 3 0 年

 一 般 行 政 職

 技 能 労 務 職

343,700

円

 技 能 労 務 職
311,200 330,200円207,400

円

324,800

320,500

中　学　卒

255,000

337,300223,200

333,900

154,900

経 験 年 数 1 0 年 経 験 年 数 2 5 年

円

154,900

182,200

 -

 -

150,600

円

円

 -

154,200

円うち学校給食員

2.11

 -213,300
 教　   育　   職

八  幡  市

4,773,504

公 務 員
C / D

1.44

円

191,000

351,362

1.40

平 均  年  齢

1.26

京    都    府

（2）職員の初任給の状況（令和2年4月1日現在）

参            考

　重平均）
※  民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成29～令和元年の3ヶ年各年度の人数で加

-

区        分

　　     ース）は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出しています。

うち清掃職員

※  技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

国

※  年収ベースの「公務員（C)」及び「民間（D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された

-

182,200

 -

298,585
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人 ％

      3  職務の級６級（困難な業務を行う課長補佐の職務）を廃止し、国家公務員一般職俸給表（一）の１級から

円
規則で定めるもの

　　　 ７級までの俸給月額と同一にする条例改正を行い、平成３０年４月１日から施行しています。

部長の職務又はこれに相当する職務で
444,900

円319,200

      2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

円

％

で規則で定めるもの
12.3人

円

円264,200

課長の職務又はこれに相当する職務

393,000
職務で規則で定めるもの

円362,900

円

円

 7    級

人

7.9

 5    級

（注）1　八幡市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

304,200

課長補佐の職務又はこれに相当する

 6    級 410,200

350,000

381,00014.8

円

％

％ 195,500

19.2

人

人 ％ 231,50061
経験を必要とする業務を行う職務

％

高度の知識若しくは経験を必要とする

1号給の
給料月額

円

構  成  比

289,700

247,600

人 10.7

人48

標  準  的  な  職  務  内  容

 4    級

主任の職務又は高度の知識若しくは

（1）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和2年4月1日現在）

円

146,10015.1

64

39

25

47

 1    級

 2    級

 3    級

務を行う職務

34

相当の知識又は経験を必要とする業
20.1

区　　分

係長若しくは主査の職務又は特に

業務を行う職務で規則で定めるもの

職  員  数

補助的又は定型的な業務を行う職務 ％

最高号給の
給料月額

円

円

円

3　一般行政職の級別職員数等の状況

15.1% 15.5%
23.8%

20.1% 23.2%

19.8%

19.2%
18.1% 8.3%

14.8% 14.2%
15.7%

10.7% 9.7%
9.3%

12.3% 11.9%
12.3%

7.9% 7.4% 10.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和2年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
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(2)　国との給料表カーブ比較（行政職（一））（令和2年4月1日現在）

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

国10級

八幡市（R2）

国家公務員（R2)

（百円）

給

料

月

額

昇 給

令和２年４月１日時点

国９級

国８級

国７級

国６級

国５級

国４級

国３級

国２級

国１級 市１級

市３級

市２級

市５級

市４級

市７級

市６級
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　 管理職手当の月額を加算

ある成績率

(0.90)月分

　　　上位、標準、下位の区分

（加算措置の状況）

支給可能

1人当たり平均支給額（令和元年度）

2.6

　

　

昇給実績が

ある区分

令和 2 年 4月 2日から令和 3 年 4月 1日 ま
でにおける運用

〇

な区分ある区分

ある成績率

昇給可能

1.9

　イ　人事評価を活用している。

○勤勉手当への人事評価の活用状況（八幡市）

（1）期末手当・勤勉手当（令和2年4月1日現在）

〇

　活用している昇給区分

（令和元年度支給割合）

管理職員　

支給可能

（3）昇給への人事評価の活用状況（八幡市）

な区分

　イ 　人事評価 を活用している。 　

　

　

〇

　

昇給実績が

一般職員

　　　上位、標準の区分

　

昇給可能

（加算措置の状況）

月分（1.45）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

   役職加算        5％ ～ 20％

一般職員

職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合を示しています。

　

管理職員　

月分

未定

(0.9)

月分

京　　　　　　　都　　　　　　　府

 　　　上位、標準の成績率  

月分

　   期末手当　　　　　 　勤勉手当

－

　　　　上位、標準、下位の成績率

令和2年度中における運用

支給実績が

〇

支給実績が
　活用している成績率

月分

〇

未定

   管理職加算   10％～25％

月分

未定　　　活用予定時期

　ロ 　人事評価 を活用していない

　　　標準の成績率のみ（一律）

な成績率

　

          

(1.45)

   役職加算        5％ ～ 15％

(1.45)

（加算措置の状況）

な成績率

   役職加算        5％ ～ 20％

月分

　　　　　　　国　　　　　　　

1,713

職制上の段階、職務の級等による加算措置

　

（令和元年度支給割合）

1.9

(0.90)

   管理職加算   10％ ～ 25％

（令和元年度支給割合）

月分

月分

月分

2.6

　　　標準、下位の成績率

　

          　　　標準、下位の区分

　

1.9

　　　活用予定時期

八　　　　　　　幡　　　　　　　市

千円

　　　標準の区分のみ（一律）

4　職員の手当の状況

　ロ 　人事評価 を活用していない

1人当たり平均支給額（令和元年度）

千円

　   期末手当　　　　　　 　勤勉手当

月分

1,441

2.6

　   期末手当　　　　　 　勤勉手当

6



（支給率）　　　　　　　 　　      

 勤続20年 月分

 勤続25年 月分

 勤続35年 月分

 最高限度額 月分

 その他の加算措置   

千円

千円

％ ％

％ ％

％ ％

８

 

生活指導のための家庭訪問
業務又は立入調査業務

7

八     幡     市

47.709

33.27075

24.586875 月分

主な支給対象職員

（令和元年度決算）

支給実績
(令和元年度決算)

 　手  当  の  種  類　（ 手当数 ）

消火等の作業又は救急作業

健康推進課又は環境
保全課の職員

環境事務所等の職員

 　支  給  実  績                               

（3）地域手当（令和2年4月1日現在）

47.709

 

10

 1人当たり平均支給額　　　　

京     都     市

（4）特殊勤務手当（令和2年4月1日現在）

（令和元年度決算）

人3

116,335（令和元年度決算）

（令和元年度決算）

15,769

39.7575

6

支   給   率

月分

千円

隔日勤務に従事したとき

人の死体収容

     -

福祉事務所の職員

2

消防本部（署）の職員

動物の死体収容

死体収容に従事した場合の
特殊勤務手当

感染症の防疫等

消防本部（署）の職員

福祉事務所又は環境
事務所の職員

保健衛生作業に従事した場
合の特殊勤務手当

1回につき  給料 × 1／130

千円

清掃作業

狂犬病予防接種

清掃作業に従事した場合の
特殊勤務手当

千円

1回につき400 円
1回につき200 円

市税等未収金徴収事務に従
事した場合の特殊勤務手当

千円

税務担当職員

千円

 勤続25年

月分

月分

33.27075

月分  最高限度額 月分

月分 月分

（従事職員1人につき400円限度）

日額       500 円

日額       200 円

日額   1，100 円

　 ％

種類

1死体につき6，000 円

消火等
救急作業

日額       200 円

日額       800 円

（従事職員1人につき2,000円限度）

千円

6

千円

175,390

24.5

千円

日額       200 円

月分

 　職員全体に占める手当支給職員の割合

205,539

575

 その他の加算措置

 勤続35年

47.709

24.586875

47.709

　支給職員1人当たり平均支給年額  

（注）　 退職手当の1人当たり平均支給額は、令和元年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

455

1死体につき    800 円
-

支 給 対 象 地 域

左記職員に対する支給単価主な支給対象業務

野犬等捕獲

手  当  の  名  称

（2）退職手当（令和2年4月1日現在）

47.709

月分

月分

28.0395

47.709

（支給率）　　　  

月分 勤続20年 19.6695

39.7575

　　 自己都合 自己都合 　勧奨・定年

八　　　　　　　　　幡　　　　　　　　　市

公共下水道、河川等の現場
作業に従事した場合の特殊
勤務手当

 　支給職員1人当たり平均支給年額 

19.6695

        定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）

24,730

6宇     治     市

16

　支    給    実    績                     

人

支 給 対 象 職 員 数

10

 国の制度 （支給率）

（令和元年度決算）

庁舎外での市税等の未収金
徴収事務

人 6

千円

8,545

15,712

消防作業等に従事した場合
の特殊勤務手当

社会福祉業務に従事した場
合の 特殊勤務手当

汚水又は汚泥に関する作業道路河川担当職員

日額       200 円

応募認定・定年

隔日勤務に従事した場合の
特殊勤務手当

28.0395

　 円

        定年前早期退職特例措置（2％～20％加算）

国

　　　から当該職員の勤務地が所在する市町村が定める支給率に改めました。（平成23年4月1日施行）

（注）　人事交流、派遣等により八幡市以外の地域で勤務を命じられた職員については、地域手当の支給率を八幡市が定める支給率

7



千円

千円

千円

千円

    

（5）時間外勤務手当

42,500 円

対し、職責に応じて支給

通勤手当

 

       支給額＝家賃 - 16,000円

管理職手当

 

管理又は監督の地位にある職員に

    ※  持家に係る手当はH22.4.1

○特定期間に係る加算各 5,000 円

異なる

     離に応じて月額3,000円から

      15歳になる日以後の最初の4

同  じ

      月1日から22歳になる日以後

 異なる

  

○交通機関利用者

82,000 円 

   部長職    

   課長職   

児童手当

   主幹        

勤務1回につき7,200円（7時間以内

63,000 円 

することを命じられた職員に支給

住居手当

（平成30年度決算）

      の最初の3月31日までの間に

同  じ○配偶者                   6,500 円

〇父母等                   6,500 円

扶養手当

国の制度
との異同

（6）その他の手当（令和2年4月1日現在）

49,946
 

  勤務1時間につき

  部次長・参事      

     30,500円を支給

59,000 円

異なる

   理事

○借家等

    （家賃月額16,000円超対象）

（令和元年度決算）

      ある扶養親族たる子

　　支  給  実  績                            　　 

内 容 及 び 支 給 単 価

　　支  給  実  績                            　　 164,976

380

 国の制度と異なる内容

361（令和元年度決算）

190,686

手　当　名
支 給 実 績

(令和元年度決算)

　　職員1人当たり平均支給年額           

円207,245

40,155 円273,163千円

支給職員1人当たり
平 均 支 給 年 額
（令和元年度決算）

　　職員1人当たり平均支給年額       　  （平成30年度決算）

 

 

     自動車等を使用し、通勤距離

                1／2＋11,000 円

   距離が片道2ｋｍ以上の

        　   28,000円（支給限度額）

         付で廃止

     通勤に要する運賃の6月定期

     相当額を一括支給

44,500 円

管理職手当を支給される職員が、週
休日又は休日において勤務した場
合に、勤務に従事した時間及び職
務の級に対して、勤務1回につき
1,500円～4,500円を支給

管理職員
特別勤務手当

常直的な勤務  月額21,000円（勤務

   1時間当たりの給与額×135/100

から翌日午前5時までの間に勤務

祝日法に規定する休日及び年末年

正規の勤務時間として、午後10時

   勤務1時間につき

   ・ 家賃27,000円以下

　 ・家賃61,000円超      

     が片道2ｋｍ以上の場合に距

 

○交通用具使用者

   自動車等を使用し、通勤

 

円

 

宿日直手当
の場合は3,600円）

休日勤務手当 33,940

    1時間当たりの給与額×25/100

887

円

円

 

 

千円

584,716

113,428

 

 

交通用具利用者

円

 

14,541

につき4,400円～21,000円

千円

211,135

399,294

千円

同  じ

 

に対し、職責に応じて俸給の

特別調整額として、46,300円

から139,300円を支給

円

 

   支給

管理・監督の地位にある職員

千円55,548

   2,000円から31,600円を

   場合に距離に応じて月額

 

○子                        10,000 円

   ・ 家賃27,000円超61,000円未満

50,135

 

　　　 支給額＝（家賃-27,000円）×

        1月当り55,000円が限度

中」に勤務を命じられた者に支給

異なる

日数1/2の場合は10,500円）

勤務の様態に応じ、勤務1回

千円

 同  じ 93,136

 場合は1/2の額）

円千円

34,415 同  じ

5,495 千円 円　夜間勤務手当

353 千円

始の休日において「正規の勤務時間

 

（勤務時間が5時間未満の

管理監督職員等が臨時又
は緊急の必要等により、週
休日等に勤務した場合に、
俸給の特別調整額の区分
等に応じ、勤務1回につき
3,000円～27,000円を支給

5,694

8



円 円　／

円 円　／

円 円　／

円 円　／

円 円　／

　　（算定方式） 　（支給時期）

  848,700円×在職年数×550/100

  721,300円×在職年数×325/100

 

 

 

 

　　　　　手当の見込額です。

（注）　1   退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）勤めた場合における

議             長

500,000

議             長

470,000

3.4

550,000

月分

議             員

　（令和元年度支給割合）

副    議     長

副    市    長

市           長

市             長

報
酬

3.4

　（令和元年度支給割合）

期
末
手
当

市              長

区　　      　分

848,700 454,5001,000,000

円

500,000

副     市     長

給
料

給               料               月               額               等

5　特別職の報酬等の状況（令和2年4月1日現在）

円

721,300 円802,000 585,000

550,000

285,100

268,200

347,900

       任期毎

  （1期の手当額）

千円

（参考）類似団体における最高／最低額

　　　　　848,700円に、副市長は720,300円から721,300円に改定しました。（平成27年4月1日適用）

       任期毎

退
職
手
当

副     議     長

議             員

副     市     長

千円

月分

円470,000

18,671

9,377

円

　　　　2   市長及び副市長の給料月額については、国家公務員の給与改定に準じて、条例改正を行い、市長は847,000円から

9



153 156 3
園児数に対する業務量を考慮し、保育士を配置したことによる増員(2)

8

勤務条件を改善するための民生一般部門職員の増員　　（1）

32

2

防災・減災のための体制強化に伴う防災部門職員の増員　（1）

嘱託員から正規職員に置き換えたことによる増員　 　　　　 （1）

商             工

教  育  部  門

10

77

　下     水     道

会計年度任用職員制度開始に伴い、生涯学習センター館長を

　

民             生

総             務 85

81

6

令和2年平成31年

540

（注）1　職員数は一般職に属する職員数です。

　　　2　[     ]内は、条例定数の合計です。

 [       668 ］

61

35

0

8
　

農  林  水  産

事業連携を目的とする観光協会への職員派遣に伴う観光部門職員の増員（１）

 

8

京都山城地域振興社への職員派遣に伴う観光部門職員の増員(1)

                      区  分

水             道

小  　計

[      668 ］

合　  　計

公
営
企
業
等
会
計
部
門

18

34

0

    部  門

600

消  防  部  門

386

普
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
会
　
　
　
　
　
計
　
　
　
　
　
部
　
　
　
　
　
門

77

65

32

令和５年度開通予定の新名神高速道路高槻・八幡京田辺間

議             会

1

税             務

 

土             木

＜参考＞

業務量に対する職員の適正配置に伴う衛生一般部門職員の減員　（△1）
△ 2

〔 類似団体の人口1万当たり職員数  82.72 人 〕 

550

の開通に備えて、必要な分署設置を行うための計画的な増員　（4）

そ     の     他

63

〔 類似団体の人口1万当たり職員数  61.67 人 〕

392 人口1万当たり職員数　　 　　　　　　  55.24 人

小  　計

18

77

＜参考＞

 

4

8

60

611

0

28

職          員          数

28 0

0

3

1

6

88

11

労             働

計

8

一
　
　
般
　
　
行
　
　
政
　
　
部
　
　
門 衛             生

（1）部門別職員数の状況と主な増減理由

6　職員数の状況

10

衛生一般部門職員の退職者不補充による減員 　　　　（△1）

対前年
増減数

0

　

幼稚園教諭の退職不補充による減員　　　　　　　　　　　（△１）

国勢調査による業務増に伴う総務一般部門職員の増員　　（1）

0

[        0 ］

人口1万当たり職員数                  86.09 人

京都府総務部門への出向による総務一般部門職員の増員  （1）

0

 

主    な    増    減    理    由

（各年4月1日現在）

＜参考＞

後期高齢者医療事業における新規事業における増員     (1)

人口1万当たり職員数　　　　　　　　 　77.50 人

1

 

1

6

10



.

………………………………………………..

　

（注）　職員数は教育長を除いた職員数です。

 

 

 

普通会計計

599

3 36
職員数

388

541

42

平成30年平成29年

386

60

総合計

68 102 4385

公営企業等会計計 60

539 536

69

595

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

60

77

600601

68

60

535 540

71

81

    1 (  1.7％）

   12 (  17.4％）

61

550    11 (  2.0％）

77

平成28年

人

～

36歳20歳

人

23歳 27歳

～

未満 35歳

48歳

31歳

28歳20歳

人

69

人

教  育

382

85

平成27年

86

消  防

59

（3）職員数の推移

       年  度 

79

383

43歳

（2）年齢別職員構成の状況（令和2年4月1日現在）

59歳

人

一般行政

56歳

区　分

595

5

～

52歳

人 人

～

47歳

60歳

87

39歳

～

24歳 40歳32歳

～

389

人

 部門別

44歳

55歳

～

人

392

～

   12（  2.0％）

56

77

以上

～

51歳

計

611

48

人

令和2年

81

平成31年

61137

人 人人

（単位：人・％）

過去5年間
  の増減数（率）

 △10（△11.5％）

   9（  2.3％）

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

構成比

５年前の構成比

%

44

｜

47

40

｜

43

32

｜

35

36

｜

39

28

｜

31

24

｜

27

20

｜

23

20

歳

未

60

歳

以

上

56

｜

59

52

｜

55

48

｜

51

11



 

　

　

　

 歳

歳

歳

歳

千円　

千円　

勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当   勤勉手当

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

    ア　期末手当・勤勉手当（令和2年4月１日現在）

352,200

337,655

円39.9

37.1

千円

5,746

下水道事業
千円

12,412

1,441　　水道事業　　　　　　　　　　　    　1,596

   役職加算  5％ ～ 15％

　団体平均

　八幡市

1人当たり平均支給額（令和元年度）

　 管理職手当の月額を加算

1.9

八　　　　　　　　　幡　　　　　　　　　市

月分

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合を示しています。

（加算措置の状況）     一般行政職

(1.45)

（令和元年度支給割合）

 水道事業 
円492,206

月分

　八幡市

2.6

円

1人当たり平均支給額（令和元年度）

2.6

千円

339,529

510,496

1,522

102,724

5,895

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいます。  

　団体平均

27,895

　　下水道事業                           1,585

5,707

44.2

14,054

円

水道事業

　区 分

（1）水道事業及び下水道事業

人

（注） 資本勘定支弁職員に係る職員給与費（水道事業12,964千円、下水道事業12,432千円）を含んでいません。

千円

① 職員給与費の状況

  占める職員給与費比率　　　　　　Ｂ／Ａ

％ ％

△ 7,935

 総費用に占める
職員給与費

 職員給与費比率

人

千円

2.2

  質収支

89,760

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和2年4月1日現在）

27,694

6.1

  　計　  Ｂ期末・勤勉手当

34,726

％

千円

       　決算（令和元年度）

水道事業

総　費　用
区 分

A　

千円

  純損益又は実

円

千円

千円

千円

基   本   給

Ｂ　

1,519

千円　

6.3

 平成30年度の総費用に

千円

円

 　　　　　　　 　　下水道事業 千円　

％

職員数

1,599,358
下水道事業

47,158

　比                              較

千円　

556,322

給                             与                             費

（参考）

千円

  一般行政職

（注）1　職員手当には退職手当を含んでいません。

職員手当

60,775

1,422,529

千円

円

 一 人 当 た り

6,134

月分

（令和元年度支給割合）    一般行政職

　　 期末手当

円

      期末手当

A

315,500

区　　  分

 下水道事業 

512,723

千円

③ 職員の手当の状況

43.0

  団 体 平 均   水道事業

給　     料

8

千円

18

一人当たり給与額

千円

千円

給与費　Ｂ／Ａ

千円

2.1

（参考）市町村平均

6,165

      2　職員数は、平成31年4月1日現在の人数です。

平　均　年　齢 平 均 月 収 額

7,052

   役職加算  5％ ～ 15％

　 管理職手当の月額を加算

1.9月分

(0.90)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

(1.45) 月分月分

月分

(0.90) 月分

7　公営企業職員の状況
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（支給率）　　　　　            

 勤続20年 月分  勤続20年

 勤続25年 月分  勤続25年

 勤続35年 月分  勤続35年

 最高限度額 月分  最高限度額

千円

　　

千円

   円

円

18

8

 

１

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

 

39.757539.7575 47.709

24.586875

月分

八　　　　　　　　　幡　　　　　　　　　市

 その他の加算措置

（注）  退職手当の1人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。

　下水道担当職員 　日額　　　　　　　　　　　　　200円　　　　　　　　　　　　　

月分

（一般行政職支給率）  　       　勧奨・定年

19.6695

8,861

6,926

手  当  の  名  称

   ウ　地域手当（令和2年4月1日現在）

　　　　　　該当者なし

月分

47.709

28.0395 月分33.27075

　水道事業

15,76910,211　水道事業

支  給  率

　水道事業

　下水道事業

月分

  支    給    実    績 （令和元年度決算）                   　　　
　　下水道事業

       支給職員1人当たり平均支給年額     　水道事業　

１人当たり平均支給額

　　　　　

　下水道事業

28.0395

　　 自己都合

月分 24.586875

勧奨・定年

月分

 自己都合

19.6695

月分

　支  給  実  績（令和元年度決算）                   

47.709

       定年前早期退職特例措置（2％～20％加算）

 1人当たり平均支給額

　団体平均　   水道事業

　比                              較

 その他の加算措置    一般行政職  

月分

千円

224,294

 　手  当  の  種  類　（ 手当数 ）

公共下水道等の現場作業に従事し
た場合の特殊勤務手当

（令　和  元  年  度  決  算）

　　（平　成　30　年　度　決　算）

 　 職員1人当たり平均支給年額 

　　　　　 （令　和　元　年　度　決　算）

   オ　時間外勤務手当

　　（令　和　元　年　度　決　算）

支 給 対 象 職 員 数支 給 対 象 地 域

月分

47.709

　　　　　　　　  下水道事業

一般行政職の制度（支給率）

千円

1,732

　一般行政職

　　水道事業　

3,782

　 ％

主な支給対象業務

     下水道事業

3,813

％ 　　　　　　　　　　　　　　　6 ％

216,500

　人 水道事業

月分

47.709

　

       定年前早期退職特例措置（2％～20％加算）

2

千円

   イ　退職手当（令和2年4月1日現在）

47.709

33.27075

千円

左記職員に対する支給単価

月分

4,543

397

八     幡     市

　水道事業

2,780

　下水道事業

 　 職員1人当たり平均支給年額 

 　支  給  実  績  （令和元年度決算）                             

2,163

　汚水又は汚泥に関する作業

　下水道事業

　水道事業

主な支給対象職員

　下水道事業

6

　　　エ　特殊勤務手当（令和2年4月1日現在）

 　支給職員1人当たり平均支給年額 

37.5

 下水道事業

325

千円

職員全体に占める手当支給職員の割合

　　　　　 （令　和  元  年  度  決  算）

　支  給  実  績（平成30年度決算）                   

291

309

　　下水道事業

     下水道事業

　人

667

　　下水道事業

種類

　 円
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円
 

 

 

 

 円

 円

 

 

 

 

 

円

千円

　

千円
  

  部次長・参事      

　

 同  じ
千円

   部長職    

      の間にある扶養親族たる子

    （家賃月額16,000円超対象）

      で廃止

59,000 円

対し、職責に応じて支給

○交通機関利用者

 同  じ

児童手当

円

 下水道事業

225,833

197,500

 水道事業

円

　

   主幹        

   課長職   

 水道事業

608,000

70,375

千円

63,000 円 

管理又は監督の地位にある職員に

     自動車等を使用し、通勤距離

     離に応じて月額3,000円から

 下水道事業

1,389

　水道事業

708,000

 下水道事業

円708

○借家等

     相当額を一括支給

     が片道2ｋｍ以上の場合に距

92,600

 水道事業

 　　　　　　28,000円（支給限度額）

                       1／2＋11,000 円

   ・ 家賃27,000円以下

住居手当

 

○特定期間に係る加算各 5,000 円

      以後の最初の3月31日まで

職の制度

      4月1日から22歳になる日

○子                       10,000 円

扶養手当

 

   カ　その他の手当（令和2年4月1日現在）

同  じ

      15歳になる日以後の最初の

  ・　家賃61,000円超

        支給額＝家賃  -  16,000円

同  じ

     1月当り55,000円が限度

○交通用具使用者

     30,500円を支給

        支給額＝（家賃-27,000円）×

   ※持家に係る手当はH22.4.1付

     通勤に要する運賃の6月定期

   ・ 家賃27,000円超61,000円未満

通勤手当

管理職手当

44,500 円

 下水道事業

 下水道事業

千円

42,500 円

手　当　名
支 給 実 績

（令和元年度決算）

同  じ

内 容 及 び 支 給 単 価

○配偶者                   6,500 円

〇父母等　　　　　　　　6,500 円

との異同

 水道事業

円

一般行政職の制度
と異なる内容

276,700

　水道事業

2,767
　下水道事業

1,180 

一般行政 支給職員1人当たり
平 均 支 給 年 額
（令和元年度決算）

千円

千円

236,000

297,000 円

 水道事業

円

千円

187,500

　水道事業
594

　下水道事業
750

千円

　下水道事業

563 千円

　水道事業

1,824

　下水道事業

　水道事業

1,355

790

　下水道事業

14



人 円 円 円

人 円 円 円

幡 人 円 円 円

人 円 円 円

人 円 円 円

人 円 円 円

人 円 円

人 円 円 円

 

国

-

歳

287,283

清掃職員

区　分

類似団体

京都府

        4   技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものでは

　　　　　額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。また、「平均給与月額（国ベース）」は、

-

      　3   民間データは、賃金構造基本統計調査で公表されているデータを使用しています。（平成29年～令和元年の3ヶ年平均）

50.9

357,494

2,319

154

- 

49.7

7

平均給料月額

 

民            間

（B)

技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針

平均給与月額
平均年齢

平均給与月額

388,766

A/B

253,400

207,900

円

55.9

30 376,910

 

円

46.2

の類似職種

300,100 1.26

（国比較ベース）
職員数

（A)

対応する民間

43.9

1.15

-

-

-

43.7

平均給与月額

廃棄物処理
  業従業員

歳

歳280,167

1.76円

 　　　　 と同じベースで再計算したものです。

-

-

-

用 務 員

-

-

-

清掃職員

-

歳

52 44.1

調  理  師

330,113 歳

-

-

60歳

-

290,342

-339,824

用  務  員362,867

44歳36歳

328,606

-317,829

歳

364,867

歳

318,804

331,800

403,831

-

 そ の 他

2

2

0

6

1

0

52

計

0

人

0

0

 用 務 員 0

人

35歳

56歳

0

70

人

0

3

59歳

30

0 1

0 1

31歳27歳

人

2

0 3

88

00

11

人

5

1

人

0

306 0

1

0

0

02

2

2 6

01

0

人人人 人

2 5

0

計 0 5

12

0 2

-

47歳

84 5

1

23歳

0 12 学校給食

0

4

2

1

349,610

22

          ありません。

-

歳

歳

56.3

328,014

51.9 312,578

328,862

43歳

人人

～

39歳

人

51歳

～

52歳40歳

～

32歳 48歳

～

24歳

～ ～

（注）　1　「平均給料月額」とは、令和2年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均額です。
　　　　　2　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の

～～

　　　　　国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員

20歳

282,900そ の 他

～

28歳20歳

以上未満 55歳

～

3

計

46.5

区        分

学校給食

歳

市
285,300

八 
247,90041.8

歳 296,200

公      務      員

平均年齢

1  現  状

（1）  職種ごとの人数、平均年齢、平均給与等及び民間従業員データ

（2）  職種ごとの年齢別職員構成の状況
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技能労務職員の職務の性格や内容を踏まえ、民間の類似職種従事者や国、府における同種の職種に従事す
る職員の給与等を参考としつつ、適正な給与制度・運用となるよう努めます。

なお、技能労務職員については平成12年度以降、退職者不補充を継続してきましたが、今後も保育園・小学校
調理員など正規職員配置基準がある場合の必要最低限の補充等を除き、人員の不足分は会計年度任用職員、
定年退職者の再任用、民間委託等で対応します。

本市の技能労務職の給料表については、平成24年度までは一般事務職と同じ国の行政職俸給表（一）に準じ
たものを適用していましたが、条例改正により平成25年4月1日からは、職務の級1級から5級で構成する国の技能
労務職用の給料表である行政職俸給表(二）に相当する給料表へ移行しています。

本市の一般事務職と同様に、毎年4月1日に、4号給（55歳を超える場合は2号給）を標準として昇給します。この
標準の昇給の号給数から、4月1日前1年間に病気休暇が30日を超える者、欠勤がある者、懲戒処分を受けた者
等の昇給の号給数を調整します。

     ウ    昇給基準

扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、 期末勤勉手当
等を、それぞれ該当者に支給しています。

　平成25年4月1日から、国の技能労務職に適用する行政職俸給表（二）に準じた給料表を適用しています。

2  基本的な考え方

（3）  その他給与に関する事項

3  具体的な取組内容

     ア   給料表  

     イ    手当
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